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（問い合わせ） 知立市長寿介護課　介護保険係 ＴＥＬ　0566-95-0122(直通)
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介護保険利用者負担額軽減対象者確認チェックリスト（市単独）

いいえ

はい
いいえ

はい

（償還払いの為、領収書を添付し申請書の提出が必要です。）

　市町村民税非課税世帯に属しており、世帯員に市町村民税未申告者又は介護保険料の滞納者がいない方
で、下記の条件のすべてに当てはまる方は介護保険サービス利用料の２分の１が軽減されます。

H28.8.1～H29.7.31申請用

27年中の収入は

150万円以下ですか？
収入とは

国民年金、厚生年金、障害年金、

遺族年金、失業給付、仕送り等

◎２人世帯の場合
27年中の収入は200万円以下ですか？

※一人増える毎に50万円加算する。
（例えば、３人世帯の場合は250万円以下）

世帯全員の預貯金は

350万円以下ですか？

世帯全員が、現在居住している土地、建物以外に資産はないですか？

本人が市民税課税者の扶養又は

援助を受けていないですか？

申請の対象となります
申請月より対象となります。申請用紙・

収入申告書にご記入のうえ、市役所１階の
長寿介護課窓口までお越しください

対
象
に
な
り
ま
せ
ん

一人世帯ですか？

預貯金とは、

有価証券、定期預金
を含みます

◎２人以上の世帯の場合

世帯全員の預貯金は450万円以下ですか？
※一人増える毎に100万円加算する。
（例えば、３人世帯の場合は550万円以下）

【持ち物】

・年金等収入の分かる物(H27.1～12）

・預貯金等のすべての通帳

（H27.1から現在までの記帳があるもの）

・医療保険証

・印鑑（認印可）

【扶養、援助とは】

・現在の医療保険証の扶養

・H27年の税法上の扶養

・年30万円以上の仕送りをも

らっている等を確認します。


